
純資産総額 1(百万円)
基準価額 12,737円
前月末比 ＋118円

１カ月 ３カ月 ６カ月 １年 ３年 設定来
ファンド 0.94% 16.29% 25.40% - - 27.37%

分配金
計 0円  

0円  
0円  

設定来累計 0円　

第1期～6期
第7期 (2025/10/15)
第8期 (2025/11/17)
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商品概要 設定日 2025年3月17日 信託期間 2035年３月15日まで 決算日 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績 【過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。】

■ 基準価額の推移 ■ 基準価額と純資産総額

■ １万口当たり分配実績（課税前）

■ 騰落率（課税前分配金再投資ベース）

※基準価額は信託報酬(後述の「ファンドの費用」参照）控除後のものです。

[商 号 等]インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号

[加入協会]一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

設定・運用：
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基準価額（課税前分配金再投資）（円）

2025年11月28日現在

当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※基準価額の騰落率は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。

■ 組入上位10銘柄

月次運用レポート
インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式

ポートフォリオの状況
【マザーファンドが投資対象とする「インベスコ エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」の運⽤状況（現地⽉末基準）を記載しています。】

※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方
針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により
分配を行わない場合もあります。

※ 業種は、GICS（世界産業分類基準）に準じています。

■ 組入上位5業種

■ 組入上位5カ国・地域

※ 国・地域は発行体の登録地などで区分しています。

銘柄名 ウェイト
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing 8.9%
2 Samsung Electronics 7.0%
3 Tencent Holdings 5.0%
4 Kasikornbank PCL 4.4%
5 HDFC Bank 4.0%
6 Alibaba Group Holding 3.0%
7 AIA Group 2.8%
8 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2.5%
9 Astra International Tbk PT 2.4%
10 Jardine Matheson Holdings 2.3%

国名 ウェイト
中国 22.9%
韓国 13.5%
台湾 12.1%
ブラジル 11.3%
インドネシア 8.2%

業種 ウェイト
金融 23.0%
情報技術 20.2%
一般消費財・サービス 14.0%
素材 10.4%
コミュニケーション・サービス 9.7%



当資料ご利⽤の際は、最終⾴の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

月次運⽤レポート
インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式
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当資料ご利⽤の際は、最終⾴の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

ファンドのリスク
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月次運⽤レポート
インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式



当資料ご利⽤の際は、最終⾴の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。
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月次運⽤レポート
インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式

（注）普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付目論⾒書）「⼿続・⼿数料等」の「ファンドの
費⽤・税⾦」をご参照ください。



お申し込みメモ
お申し込みの販売会社にお問い合わせください。購入単位
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額購入価額
換⾦の申込受付日の翌営業日の基準価額換⾦価額
原則として換⾦の申込受付日から起算して６営業日目からお⽀払いします。換⾦代⾦
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀⾏休業日のいずれかに該当
する日には、購入・換⾦のお申し込みの受け付けを⾏いません。

購入・換⾦
申込不可日

原則として毎営業日の午後３時30分まで（販売会社所定の事務⼿続きが完了したもの）
＊販売会社によっては、より早い時間に申込締切時間を設けている場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

申込締切時間

投資信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤⼝の換⾦申込には⼀定の制限を設ける場合があります。換⾦制限
2025年３月17日から2035年３月15日まで信託期間
信託設定日より１年を経過した日以降において、信託契約の⼀部解約により、ファンドの受益権の総⼝数が
30億⼝を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。

繰上償還

毎月15日（ただし、同日が休業日の場合は翌営業日）決算日
毎月の決算日に分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。収益分配
課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、⼀定の要件を満たした場合に少
額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適⽤対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。配当控
除は適⽤されません。

課税関係
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お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

月次運⽤レポート
インベスコ エマージング厳選株式ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.85％（税抜3.50％）以内の率を乗
じて得た額

購入時⼿数料

ありません。信託財産留保額
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.968％（税抜0.88％）を乗じて得た額とします。運⽤管理
費⽤（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了
のとき、投資信託財産中から⽀弁します。

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

• 組入有価証券の売買委託⼿数料などは、実費を投資信託財産中から⽀払うものとします。これらの費⽤
は運⽤状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、⾦額、計算⽅法および⽀払時期を記載で
きません。

• 監査費⽤、目論⾒書・運⽤報告書の印刷費⽤などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率
0.11％(税抜0.10％)を上限として毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から⽀払うも
のとします。

• マザーファンドが投資対象とする投資信託証券において、管理事務代⾏報酬（年率0.30％以内）、監
査費⽤、売買⼿数料、保管費⽤等の各種費⽤がかかります。

その他の費⽤・
⼿数料

＊上記、ファンドの費⽤の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表⽰することができません。

インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド
信託報酬はありません。
投資対象とする投資信託証券において次の費⽤がかかります。
運⽤管理費⽤︓年率0.90％投資対象とする投資信託証券
インベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）
信託報酬︓年率0.55％（税抜0.50％）以内
＊上記の他、監査費⽤や売買委託⼿数料等の各種費⽤がかかります。

年率1.868％（税込）程度
＊上記の値は目安であり、実際の投資信託証券の投資⽐率によって変動します。実質的な負担

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（受付時間は営業日の午前９時から午後５時まで）
電話番号︓03-6447-3100 ホームページ︓https://www.invesco.com/jp/ja/

■ 当ファンドの照会先

【ご留意いただきたい事項】
当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づ
いて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運⽤実績は、将来の運⽤成果を保証するものではありません。本
⽂で詳述した当資料の分析は、⼀定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当
初の分析の結果と重要な差異が⽣じる可能性もあります。投資信託は、実質的に株式など値動きのある有価証券など（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。これらの運⽤による損益はすべてご
投資家の皆さまに帰属します。投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関
は投資者保護基⾦には加入しておりません。当ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（⾦融商品取引法第37条の６の規定）制度の適⽤はありません。当ファンドの購
入のお申し込みを⾏う場合には、投資信託説明書（交付目論⾒書）をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判
断ください。
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